
１　

は
じ
め
に

　

日
本
の
上
下
水
道
事
業
は
、
公
営
と

し
て
整
備
、
運
営
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、

人
口
減
少
、
老
朽
化
等
に
よ
る
経
営
問

題
に
対
応
す
る
た
め
の
国
の
重
要
政
策

と
し
て
官
民
連
携
が
推
進
さ
れ
て
お
り
、

民
間
委
託
の
範
囲
も
徐
々
に
拡
大
し
て

き
た
。
民
間
委
託
の
流
れ
は
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ

　

上
下
水
道
事
業
運
営
手
法
の
多
様
性

　

～
仏
・
英
・
独
の
比
較
か
ら
の
考
察
～

調査報告わ
が
国
の
上
下
水
道
事
業
は
現
在
、
人
口
減
少
や
施
設
の
老
朽
化
、
職
員
の
減
少
、
大
規
模
災
害
の
頻
発
な
ど
急
激
な
環
境
変
化
の
た
だ
中
に
置
か
れ
て
い
る
。

そ
の
解
決
策
と
し
て
国
や
地
方
公
共
団
体
が
推
し
進
め
て
い
る
の
が
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
や
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
長
期
的
、
包
括
的
な
民
間
活
用
で
あ
る
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
、
そ
の
模
索
の
道
の
り
は
厳
し
い
。
こ
う
し
た
中
、
Ｅ
Ｙ
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
の
福
田
氏
、
関
氏
、
東
京
大
学
の
加
藤
氏
か
ら
課

題
解
決
に
つ
な
が
る
知
見
を
本
誌
に
二
度
に
わ
た
っ
て
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
。
三
度
目
と
な
る
今
号
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
下
水
道
の
経
営

形
態
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、官
民
の
強
み
を
活
か
し
た
効
果
的
な
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
を
交
え
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
是
非
と
も
ご
一
読
い
た

だ
き
た
い
。

E
Y
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
　
　
福
田
健
一
郎

東
京
大
学
下
水
道
シ
ス
テ
ム
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
室
　
　
加
藤
　
裕
之

／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
や
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
っ

た
長
期
・
包
括
的
な
民
間
活
用
が
進
展

す
る
な
か
で
、「
上
下
水
道
の
運
営
主
体

は
官
で
あ
る
べ
き
か
民
で
あ
る
べ
き

か
」
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
議
論
も

時
に
引
き
起
こ
し
て
き
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
今
後
の
日
本
の
上
下
水
道

事
業
の
持
続
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

官
民
連
携
に
長
い
歴
史
を
有
す
る
海
外

の
事
例
も
踏
ま
え
つ
つ
、
官
と
民
の
強

み
を
合
わ
せ
た
効
果
的
な
連
携
の
あ
り

関氏

加藤氏

福田氏

E
Y
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
　
　
関
　
　
隆
宏
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方
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
議

論
を
深
め
る
べ
き
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、フ
ラ
ン
ス
、ド
イ
ツ
、イ

ギ
リ
ス
の
３
カ
国
の
上
下
水
道
事
業
の

運
営
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
海
外
に

目
を
向
け
る
と
、
上
下
水
道
事
業
に
は

多
様
な
運
営
形
態
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
範
囲
は
、
民
営
化
か
、
公
直

営
か
、
と
い
っ
た
二
極
で
は
な
く
、
官

民
出
資
会
社
や
官
１
０
０
％
出
資
会
社

ま
で
広
が
り
を
持
つ
も
の
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
地
域
独
占
事
業
で
あ
る
水

道
事
業
、
下
水
道
事
業
を
、
長
期
的
か

つ
安
定
的
に
持
続
さ
せ
る
た
め
に
、
法

律
、
条
例
、
出
資
、
契
約
な
ど
多
様
な

ガ
バ
ナ
ン
ス
ツ
ー
ル
を
整
え
な
が
ら
、

運
営
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
。
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
各
国
の
事
例
は
、
社
会
的

背
景
が
日
本
と
は
異
な
る
も
の
の
、
今

後
の
上
下
水
道
事
業
運
営
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
運
営
形
態
を
ど
の
よ
う
な

ガ
バ
ナ
ン
ス
ツ
ー
ル
を
備
え
て
選
択
し

て
い
く
の
か
を
考
え
る
上
で
大
い
に
参

考
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

２　

さ
ま
ざ
ま
な
運
営
形
態
の
全

体
像

　

今
回
着
目
す
る
３
カ
国
に
お
け
る
上

事業主体

運営主体（事業主体と異なる場合）

• 日本の事業認可に相当する権限を法律
や条例によって与えられている

• 需要者に対する供給義務を有する

• 需要者との間で直接的な契約関係にある

• 料金決定を行う

• 日本の運営権事業の運営権者に相当

• 事業主体との間で長期包括的な契約関
係にある

需要者

フランス ドイツ イギリス

• 基礎自治体（コミューン）
• コミューンによる事務組合や

広域連合体

基礎自治体、公法
上の法人・組合又は
シュタットベルケ

(公100%又は多
数出資会社)

シュタットベルケ
(民多数出資)

DSP事業者
(官民出資会社
や公100%会社

含む)

DSP契約

シュタット
ベルケ※

委託契約

【スコットランド、
北アイルランド】

政府出資会社

【イングランド、
ウェールズ】
上下水道
会社

(民間企業)

料金収受あり 料金収受なし

規制機関
• 事業免許の交付や料金査定など

• 上水水質や放流水質の規制や監視

公営 公営 民営公営民営

地域保健局(上水水質）

多数 少数

下水のみ

（根拠）地方自治法 （根拠）水産業法

政策形成
環境連帯移行省

国土団結及び地方団体関係省

水警察(放流水質)
飲料水検査官(上水水質）

環境庁(放流水質)

Ofwat(料金上限査定）

環境・食料・農村地域省

※1 事業主体が全ての業務を行っているわけではないので単純委託もあるが記述を割愛。

※2 DSP契約とは、コンセッション契約やアフェルマージュ契約を総称したもの。

※3 ドイツの下水道は、付加価値税の関係から、シュタットベルケ（私法上の会社）が存在する場合でも事業主体とはならず、受委託の形を取ることが一般的。

※4 イギリスの政策形成及び規制機関関係は、イングランド・ウェールズを対象とするものを記載している。

 

自治体事業 民営事業

連邦環境省・連邦環境省
州・行政管区

州の保健当局(上水水質）
州の下水道当局(下水道・放流水質)

州の水管理局(上水道）

図１　仏・独・英の運営形態の全体像　（筆者作成）

※１　事業主体が全ての業務を行っているわけではないので単純委託もあるが記述を割愛。
※２　DSP契約とは、コンセッション契約やアフェルマージュ契約を総称したもの。
※３　ドイツの下水道は、付加価値税の関係から、シュタットベルケ（私法上の会社）が存在する場合でも事業

主体とはならず、受委託の形を取ることが一般的。
※４　イギリスの政策形成及び規制機関関係は、イングランド及びウェールズを対象とするものを記載している。
※５　ウェールズでは、民営化された会社が2001年から非営利型の会社制度に移行している。

下
水
道
事
業
は
、
日
本
と
同

様
に
基
礎
自
治
体
（
コ

ミ
ュ
ー
ン
）
が
事
業
主
体
と

な
り
民
間
活
用
を
し
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
か
ら
、
民
営
化
を

し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
）
ま
で
幅
が
広
い
。

ド
イ
ツ
は
、
自
治
体
の
条
例

で
公
営
イ
ン
フ
ラ
供
給
会
社

を
事
業
者
と
位
置
付
け
る
と

い
う
中
間
的
な
手
法
と
な
っ

て
い
る
（
図
１
）。

　

い
ず
れ
の
国
で
も
基
本
的

に
は
、
上
下
水
道
事
業
は
地

域
独
占
の
形
態
１

を
取
っ
て

い
る
が
、
基
礎
イ
ン
フ
ラ
と

し
て
の
料
金
の
低
廉
性
を
確

保
し
、
安
定
し
た
事
業
品
質

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
公
共
部
門
が
民
間
を

う
ま
く
活
用
す
る
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
制
度
や
仕
組
み

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を

中
心
に
こ
こ
で
は
見
て
い
き

た
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
長
期
・

包
括
的
に
維
持
管
理
と
修
繕

運
営
を
民
間
に
任
せ
る
ア
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フ
ェ
ル
マ
ー
ジ
ュ
契
約
を
、
基
礎
自
治

体
と
民
間
事
業
者
の
間
で
締
結
す
る

形
式
が
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
官
は
、「
契
約
」
を
通
じ
て
、
民

に
業
務
の
履
行
を
委
ね
る
こ
と
と
な

る
。
契
約
に
は
、
事
業
実
施
の
条
件
や

違
反
時
の
罰
則
が
記
載
さ
れ
る
し
、
そ

の
適
切
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
、
業
務
指
標
、
官

民
の
業
務
状
況
報
告
義
務
な
ど
が
歴

史
的
に
発
展
し
て
き
て
い
る
。
さ
ら

に
、
近
年
で
は
、
公
共
が
一
部
出
資
す

る
会
社
に
事
業
運
営
を
行
わ
せ
る
こ

と
で
直
接
的
に
公
共
の
意
思
の
反
映

を
さ
せ
る
事
例
や
、
１
０
０
％
公
共
出

資
の
法
人
が
地
域
の
事
業
運
営
の
受

け
皿
と
な
っ
て
い
る
事
例
も
、
少
数
で

あ
る
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。

　

他
方
、
イ
ギ
リ
ス
、
と
り
わ
け
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
上

下
水
道
事
業
は
、
元
々
は
地
方
自
治
体

単
位
の
公
営
事
業
で
あ
っ
た
が
、
１
９

７
３
年
と
１
９
８
９
年
の
法
改
正
を

経
て
完
全
民
営
化
さ
れ
、
10
の
上
下
水

道
会
社
に
よ
る
運
営
と
な
っ
た
。
上
下

水
道
会
社
の
株
主
は
さ
ま
ざ
ま
な
民

間
投
資
家
で
あ
り
、
自
治
体
は
上
下
水

道
会
社
の
運
営
に
関
す
る
直
接
的
な

権
限
を
も
は
や
有
し
て
い
な
い
。
そ
の

か
わ
り
、
国
の
所
管
省
庁
（
環
境
・
食

料
・
農
村
地
域
省
）
と
そ
の
傘
下
の

O
f
w
a
t
（
オ
フ
ワ
ッ
ト
）
な
ど
の

規
制
機
関
が
設
け
る
経
済
的
、
技
術
的

な
規
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
民
間

水
会
社
の
行
動
は
統
制
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
言
え
ば
、
小
売
自
由
化
前
の
地

域
独
占
で
あ
っ
た
電
力
事
業
や
都
市

ガ
ス
事
業
と
経
済
産
業
省
（
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
庁
）
の
関
係
性
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
は
そ
の
中
間
と
位
置
付
け

る
こ
と
が
で
き
、
フ
ラ
ン
ス
と
も
イ
ギ

リ
ス
と
も
異
な
る
特
徴
的
な
仕
組
み

を
有
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
自
治

体
が
出
資
し
て
い
る
会
社
が
、
上
下
水

道
を
含
め
て
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ン
フ
ラ
事
業
を
担
う
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
（
独
語Stadtw

erke
を
英
語
に
直

訳
す
る
とCity	W

orks

で
あ
り
、「
町

の
公
益
事
業
会
社
」）
と
呼
ば
れ
る
会

社
を
保
有
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い

こ
と
は
、
既
報
の
通
り
で
あ
る
２
。
こ

こ
で
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
図
１
に

示
す
需
要
者
に
対
し
て
供
給
義
務
等

を
負
う
事
業
主
体
な
の
か
、
ま
た
は
自

治
体
か
ら
契
約
等
で
仕
事
を
委
託
さ

れ
て
い
る
運
営
主
体
な
の
か
、
と
い
う

疑
問
が
生
じ
る
が
、
筆
者
が
今
回
行
っ

た
調
査
で
は
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
、

設
立
し
た
自
治
体
の
条
例
に
お
い
て

「
イ
ン
フ
ラ
供
給
者
」
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ

ま
り
、
法
的
に
地
域
の
事
業
主
体
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う

に
民
間
企
業
が
契
約
に
基
づ
い
て
自

治
体
か
ら
運
営
を
受
託
す
る
仕
組
み

と
も
異
な
る
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に

地
方
自
治
体
と
関
係
が
無
く
な
っ
た

上
下
水
道
会
社
を
国
の
ル
ー
ル
で
一

律
に
規
制
す
る
と
い
う
仕
組
み
と
も

異
な
っ
て
い
る
。

３　

各
国
の
状
況

１
）
フ
ラ
ン
ス

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
伝
統

的
に
、
自
治
体
直
営
か
、
も
し
く
は

ヴ
ェ
オ
リ
ア
社
や
ス
エ
ズ
社
と
い
っ

た
民
間
事
業
者
に
長
期
的
な
契
約
で

事
業
を
委
ね
る
形
式
の
い
ず
れ
か
が

選
択
さ
れ
て
き
た
３
が
、近
年
で
は
、自

治
体
が
出
資
し
、
そ
れ
に
伴
い
役
職
員

も
派
遣
す
る
組
織
体
に
事
業
を
行
わ

せ
る
こ
と
で
自
治
体
が
事
業
に
関
与

す
る
、
と
い
う
形
態
が
増
え
て
い
る
。

　

も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
混
合
会

社
（Société	d'économ

ie	m
ixte

：	

S
E
M
）
と
呼
ば
れ
る
官
民
出
資
に
よ

る
会
社
制
度
が
１
９
８
０
年
代
に
整

備
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
的
な
事
業

で
活
用
さ
れ
て
き
た
４
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
形
態
は
、
公
共
部
門
の
株
主

の
出
資
比
率
を
50
％
か
ら
85
％
の
範

囲
内
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
官

主
導
と
な
る
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
や
、

１
９
９
０
年
代
以
降
の
調
達
制
度
の

厳
格
化
の
中
で
公
共
出
資
の
会
社
と

い
え
ど
も
随
意
契
約
は
困
難
と
な
り
、

競
争
調
達
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
な

ど
も
あ
り
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
仕
組
み

へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
２
つ
の
制
度
が
新

し
く
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
２

０
１
０
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
少
な

く
と
も
２
つ
以
上
の
自
治
体
が
出
資

す
る
こ
と
を
要
件
５

と
し
て
、
公
共
部

門
が
１
０
０
％
出
資
す
る
会
社
形
態

（Société	publique	locale

、以
下
「
地

方
公
共
会
社
（
S
P
L
）」
と
呼
ぶ
）
が

導
入
可
能
と
な
っ
た
。
地
方
公
共
会
社

（
S
P
L
）
は
出
資
を
受
け
た
団
体
に
、

随
意
契
約
で
の
業
務
提
供
が
可
能
な

仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
２
０
１
４
年
の
法
改
正
で

は
、
公
共
部
門
が
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る

民
間
株
主
を
競
争
的
に
選
定
し
、
特
定

目
的
の
た
め
に
期
限
を
区
切
っ
て
設
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立
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
組

織
で
あ
る
S
E
M
O
P
（
セ

モ
ッ
プ
：Société	d'économ

ie	
m
ixte	à	opération	unique

、

特
定
目
的
官
民
出
資
会
社
）
と

い
う
制
度
も
導
入
さ
れ
、

S
E
M
O
P
へ
は
随
意
契
約
が

可
能
と
な
っ
た
。
S
E
M
O
P

で
は
、
公
共
部
門
の
出
資
比
率

は
15
％
か
ら
66
％
の
範
囲
内
と

さ
れ
て
お
り
、
民
多
数
出
資
の

形
で
も
設
立
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

地
方
公
共
会
社
（
S
P
L
）

も
S
E
M
O
P
も
基
本
的
に
は

一
般
の
会
社
と
同
様
に
、
取
締

役
会
や
株
主
総
会
な
ど
の
意
思

決
定
機
関
を
有
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
官
民
出
資
と
な
る

S
E
M
O
P
の
場
合
に
は
、
取

締
役
会
な
ど
の
長
（
会
長
）
は
、

自
治
体
株
主
を
代
表
す
る
者
が

就
任
す
る
と
法
定
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
取
締
役
全
体
の
人

数
の
比
率
は
持
株
比
率
に
応
じ

て
設
定
す
る
こ
と
が
基
本
と
な

る
た
め
、
民
間
出
資
者
が
多
数

出
資
す
る
場
合
に
は
、
民
間
株

主
の
意
向
に
沿
っ
た
運
営
が
行

自治体

地方公共会社
（SPL）

自治体

特定目的官民出資会社
（SEMOP)

自治体

民間企業
(ヴェオリア社やスエズ社など )

DSP契約 DSP契約 選定・DSP契約

自治体 民間自治体 自治体

公100%出資 官民出資 民出資

選定

出資・
人材

出資
人材

出資
人材

出資
人材

図２　選択可能な会社形態（筆者作成）

わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
経
営
執
行
を
担

う
役
員
に
は
、
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す

る
民
間
出
身
者
も
登
用
し
や
す
い
。
こ

う
し
た
仕
組
み
は
、
自
治
体
直
営
や
地

方
独
立
行
政
法
人
と
い
っ
た
公
法
組
織

に
よ
る
運
営
と
、
ヴ
ェ
オ
リ
ア
社
や
ス

エ
ズ
社
と
い
っ
た
民
間
事
業
者
へ
の
発

注
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、

上
下
水
道
事
業
の
運
営
主
体
の
選
択
肢

に
さ
ら
な
る
候
補
を
加
え
る
も
の
と
言

え
る
（
図
２
）。

　

筆
者
が
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
、
地

方
公
共
会
社
（
S
P
L
）
は
10
事
例
、

S
E
M
O
P
が
13
事
例
で
採
用
さ
れ
て

お
り
、
絶
対
数
と
し
て
は
ま
だ
少
数
で

あ
る
が
、
年
に
数
事
例
ず
つ
着
実
に
増

加
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
直
近
の
事

例
で
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
＝
フ
ラ
ン

シ
ュ
＝
コ
ン
テ
地
域
圏
の
首
都
で
あ
り
、

人
口
約
25
万
人
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン
で
も
１

９
９
０
年
代
か
ら
継
続
し
て
い
た

D
S
P
契
約
の
満
了
に
伴
っ
て
、
上
下

水
道
一
体
で
業
務
を
担
う
S
E
M
O
P

に
２
０
２
１
年
か
ら
移
行
す
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
に
も
、
官
民
出
資
や
１
０
０
％

自
治
体
出
資
の
上
下
水
道
関
係
の
会
社

は
存
在
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
公
共

会
社
や
S
E
M
O
P
と
ど
の
よ
う
な
差

異
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、日
本
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、自

治
体
か
ら
の
契
約
に
基
づ
い
て
会
社
が

事
業
を
行
う
点
は
同
様
で
あ
る
。
し
か

し
、フ
ラ
ン
ス
で
は
、D
S
P
契
約
（
図

１
※
２
参
照
）
を
地
方
公
共
会
社

（
S
P
L
）
や
S
E
M
O
P
と
締
結
し

て
、
長
期
的
・
包
括
的
な
事
業
運
営
を

委
ね
て
い
る
点
が
特
徴
的
と
言
え
る
。

極
端
な
例
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
西
部
の
港

湾
都
市
ブ
レ
ス
ト
で
は
99
年
に
わ
た
っ

て
、
上
下
水
道
の
経
営
全
般
を
地
方
公

共
会
社
（
S
P
L
）
に
委
託
し
て
お
り
、

S
E
M
O
P
で
も
10
年
前
後
の
契
約
期

間
の
ア
フ
ェ
ル
マ
ー
ジ
ュ
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
日
本
の

１
０
０
％
出
資
会
社
や
官
民
出
資
会
社

で
は
長
く
と
も
３
～
５
年
程
度
の
運

転
・
維
持
管
理
契
約
が
一
般
的
で
あ
る

の
と
は
対
照
的
と
言
え
る
。

２
）
ド
イ
ツ

　

次
に
、
ド
イ
ツ
の
上
下
水
道
を
取
り

巻
く
制
度
に
つ
い
て
述
べ
る
。
日
本
で

は
水
道
法
・
下
水
道
法
に
よ
り
市
町
村

経
営
の
原
則
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
、
国
の
水
管
理
法
に

基
づ
い
て
各
州
が
個
々
に
水
管
理
法
を

定
め
、
そ
の
中
で
事
業
主
体
を
定
め
て
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い
る
。
長
い
歴
史
を
持
ち
自
治
体
が
出

資
設
立
し
た
民
間
会
社
で
あ
る
ド
イ
ツ

の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
、
事
業
主
体

と
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
上

下
水
道
事
業
者
と
同
じ
立
ち
位
置
に
あ

る
と
言
え
る
。

　

例
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン

ブ
ル
ク
州
の
水
管
理
法
第
44
条

（W
assergesetz	für	B

aden-
W
ürttem

berg	

§	44

）
で
は
、飲
料
水

の
供
給
は
基
礎
自
治
体
の
責
務
で
あ
り
、

そ
の
組
織
形
態
は
自
治
体
が
自
由
に
選

択
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

個
々
の
自
治
体
が
事
業
主
体
と
し
て

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
を
選
択
す
る
場
合

は
、
同
州
の
自
治
法
６

第
１
０
２
条
に

基
づ
い
て
、
自
治
体
が
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
を
設
立
し
、
自
治
体
の
給
水
条
例

（W
asserversorgungssatzung

）
や

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
定
款
（
自
治
体

議
会
の
議
決
事
項
）
に
お
い
て
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
水
道
事
業
を
行
う
こ

と
を
定
め
て
い
る
。

　

上
下
水
道
に
適
用
さ
れ
る
料
金
に
つ

い
て
は
、
事
業
形
態
を
自
治
体
が
自
由

に
選
択
で
き
る
の
と
同
じ
よ
う
に
自
治

体
が
決
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。

料
金
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
州
の
税
法

お
よ
び
自
治
法
の
原
則
に
よ
り
、
財
政

均
衡
の
原
則
、コ
ス
ト
回
収
の
原
則
、コ

ス
ト
を
上
回
る
賦
課
金
の
禁
止
、
公
平

性
の
原
則
、
経
済
性
の
原
則
が
適
用
７

さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
上
下
水
道
と
同

じ
よ
う
な
料
金
決
定
制
度
で
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
基
本
的
に
は

自
治
体
出
資
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
自
治
体
と
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

を
一
つ
の
塊
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
、
供
給
責
任
、
水
質
の
担
保
、
ま
た

料
金
の
決
定
に
至
る
ま
で
、
民
間
形
態

と
し
て
機
動
性
を
も
っ
た
事
業
主
体
で

は
あ
る
も
の
の
、
自
治
体
が
責
任
を

も
っ
て
事
業
を
遂
行
し
て
い
る
と
も
言

え
る
。
こ
れ
は
１
５
０
年
と
い
う
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
歴
史
（
ド
イ
ツ
の
自

治
に
対
す
る
強
い
意
識
と
密
接
に
絡

む
）
か
ら
見
え
る
よ
う
に
、
昔
も
今
も

変
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
自
治
体
が
少
数
出
資
で
、
民

間
企
業
が
多
数
出
資
し
て
い
る
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
も
僅
か
で
あ
る
が
存
在

し
て
い
る
（
表
１
、
表
２
）。
し
か
し
、

前
述
で
示
し
た
よ
う
な
州
、
自
治
体
の

事
業
へ
の
関
与
の
枠
組
み
は
変
わ
ら
ず
、

料
金
決
定
な
ど
に
お
い
て
は
基
礎
自
治

体
に
よ
る
決
定
権
が
存
在
し
て
い
る
。

民
間
企
業
が
多
数
出
資
す
る
シ
ュ
タ
ッ

自治体 100%出資 36.8%（7 件） 

自治体50％超
100％未満出資

57.9%（11 件） 
※少数株主の多くは他の自治

体等が株主である民間企業

自治体50％未満出資 5.3％（1 件） 
※近隣の公的組合が多数出資

※営造物法人形態であるベルリンを除く

（各シュタットベルケの HP を基に筆者作成） 

表１　人口上位20都市（ドイツ人口の約15%に相当）のシュタットベ
ルケの株主構成の割合（各シュタットベルケのHPを基に筆者作成）

自治体 100%出資 25.0%（18 件） 

自治体50％超100％未満出資 59.8%（43 件） 
自治体50％出資 6.9%（5 件） 
自治体50％未満出資 8.3%（6 件） 
（出典）Wuppertaler Institut 「Stadtwerke-Neugründungen 

und Rekommunalisierungen」（2013）

表２　近年設立されたシュタットベルケにおける株主構成

ト
ベ
ル
ケ
で
は
、
会
社
の
定
款
に
お
い

て
株
式
譲
渡
制
限
を
か
け
て
お
り
、
民

間
企
業
が
自
ら
の
意
思
の
み
で
株
式
を

売
却
で
き
な
い
よ
う
な
仕
組
み
を
構
築

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ェ
オ
リ
ア
社

が
74
・
９
％
出
資
（
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
市
が

25
・
１
％
出
資
）
し
て
い
る
ゲ
ル
リ
ッ

ツ
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
で
は
、
定
款

に
お
い
て
株
式
の
売
却
に
は
３
／
４
以

上
の
株
主
同
意
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、

実
質
的
な
譲
渡
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い

る
。

　

歴
史
の
中
で
「
自
治
」
を
強
く
意
識

す
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
公
共
イ
ン

フ
ラ
の
担
い
手
・
遂
行
責
任
主
体
と
し

て
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
文
化
が
根
付

い
て
お
り
、
１
９
８
０
～
１
９
９
０
年

代
に
財
政
危
機
で
一
部
株
式
が
売
却
さ
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れ
た
時
期
も

あ
っ
た
よ
う
だ

が
、
公
共
が
事

業
主
体
で
あ
る

こ
と
は
変
わ
っ

て
い
な
い
。
た

だ
、
こ
れ
ま
で

の
研
究
報
告
で

述
べ
た
よ
う
に
、

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
の
要
諦
は

民
間
企
業
形
態

を
取
る
こ
と
に

よ
る
機
動
性
の

向
上
や
専
門
人

材
の
確
保
に
よ

る
持
続
可
能
な

経
営
を
行
う
も

の
で
あ
り
つ
つ

も
、
上
下
水
道

の
よ
う
な
地
域

独
占
の
事
業
に

つ
い
て
は
、
料

金
決
定
や
意
思

決
定
に
公
共
が

し
っ
か
り
と
関

与
で
き
る
仕
組

み
が
制
度
化
・

一
般
化
し
て
い

る
点
も
押
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
。

３
）
イ
ギ
リ
ス

　

イ
ギ
リ
ス
は
、
中
央
政
府
で
あ
る
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
加
え
て
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

と
い
う
３
つ
の
地
方
政
府
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
個
々
の
地
方

政
府
が
独
自
に
法
律
を
制
定
し
事
業
主

体
を
定
め
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

本
項
で
は
日
本
で
も
馴
染
の
深
い
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
枠
組

み
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

　

現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル

ズ
で
は
10
の
上
下
水
道
会
社
と
複
数
の

小
規
模
な
飲
料
水
供
給
事
業
者
が
存
在

し
て
い
る
。
１
９
８
９
年
の
民
営
化
以

降
、
こ
れ
ま
で
30
年
以
上
民
営
水
道
を

継
続
し
て
き
た
こ
と
は
先
進
諸
国
で
は

類
を
見
な
い
。
特
に
そ
の
中
で
も
重
要

な
機
関
が
O
f
w
a
t
で
あ
り
、
水
法

に
定
め
ら
れ
た
消
費
者
の
利
益
の
保
護

の
た
め
、
水
会
社
の
料
金
規
制
を
行
っ

て
い
る
。

　

水
会
社
の
料
金
規
制
の
査
定
は
１
９

９
４
年
か
ら
５
年
に
一
度
実
施
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ま
で
１
９
９
４
年
、
１
９

９
９
年
、
２
０
０
４
年
、
２
０
０
９
年
、

２
０
１
４
年
、
２
０
１
９
年
の
６
度
に

渡
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
査
定

の
仕
組
み
はPrice	R

eview

（
P
R
）

と
呼
ば
れ
、
環
境
・
食
料
・
農
村
地
域

省
が
定
め
る
O
f
w
a
t
に
関
す
る
戦

略
の
も
と
、
P
R
は
都
度
見
直
し
が
行

わ
れ
て
い
る
。
査
定
方
針
は
実
施
年
の

約
２
年
前
に
公
表
さ
れ
（
公
表
後
、
水

会
社
と
の
質
疑
等
に
よ
り
改
定
も
行
わ

れ
る
）、
そ
れ
に
従
い
各
水
会
社
が

Business	Plan

と
呼
ば
れ
る
P
I
（
業

務
指
標
）
を
用
い
な
が
ら
達
成
水
準
の

見
込
み
数
値
お
よ
び
必
要
と
な
る
費
用

（
当
該
期
間
に
か
か
る
す
べ
て
の
費
用

を
含
む
）
を
盛
り
込
ん
だ
計
画
書
を
作

成
し
て
O
f
w
a
t
に
提
出
す
る
。

O
f
w
a
t
は
約
１
年
か
け
て
各
社
の

Business	Plan

の
査
定
を
行
い
、
複
数

回
に
わ
た
っ
て
見
直
し
を
要
求
し
、
最

終
的
に
翌
５
年
間
の
料
金
上
限
を
決
定

す
る
。

　

従
来
ま
で
は
O
f
w
a
t
は
水
会
社

に
使
用
さ
せ
る
P
I
（
業
務
指
標
）
を

指
定
し
て
い
た
が
、
現
在
の
P
R
で
は

O
f
w
a
t
が
重
視
す
る
14
の
項
目
を

示
す
の
み
で
あ
り
、
何
を
P
I
と
す
る

か
は
水
会
社
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
表

３
）。

　

ま
た
、
水
質
に
つ
い
て
は
、
水
道
は

項目 分類 対象企業

1. カスタマーエクスペリエンスの測定 カスタマーエクスペリエンス 上水道会社、上下水道会社

2. 開発サービス経験の測定 カスタマーエクスペリエンス 上水道会社、上下水道会社

3. 水質順守 日々のパフォーマンス 上水道会社、上下水道会社

4. 顧客のサービス使用上の影響 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上水道会社、上下水道会社

5. 漏水 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上水道会社、上下水道会社

6. 一人あたりの使用量 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上水道会社、上下水道会社

7. 家庭内における下水の目詰まり 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上下水道会社

8. 汚水による環境汚染事故 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上下水道会社

9. 干ばつによるサービス上の重大なリスク 将来のパフォーマンス・強靭性 上水道会社、上下水道会社

10. 降雨による重大な洪水リスク 将来のパフォーマンス・強靭性 上下水道会社

11. 資産の健全性︓重大な破損 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上水道会社、上下水道会社

12. 資産の健全性︓計画外の停止 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上水道会社、上下水道会社

13. 資産の健全性︓下水管きょの陥没 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上下水道会社

14. 資産の健全性︓処理性能の不全 日々のパフォーマンス、将来のパフォーマンス・強靭性 上下水道会社

表３　PR19においてOfwatが示す14の成果目標８

（Ofwatウェブサイトより筆者作成）
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飲
料
水
検
査
官
（D

rinking	W
ater	

Inspectorate

）、
下
水
道
は
環
境
庁

（Environm
ental	A

gency

）
が
E
U

規
制
の
も
と
、
い
ず
れ
も
環
境
・
食
料
・

農
村
地
域
省
の
下
部
組
織
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
水
準
を
設
定
し
て
監
視
し
て
い
る
。

　

現
在
の
上
下
水
道
に
対
し
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
評
価
が
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の

イ
ン
フ
ラ
に
比
べ
て
料
金
上
昇
割
合
が

小
さ
い
こ
と
、
ま
た
水
質
や
漏
水
率
な

ど
は
確
実
に
改
善
し
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
１
９
６
０
年
代
ま
で
は
１

６
０
０
以
上
あ
っ
た
と
さ
れ
る
自
治
体

に
よ
る
事
業
経
営
で
は
予
算
の
配
分
が

う
ま
く
行
わ
れ
ず
、
流
域
環
境
保
護
の

観
点
か
ら
１
9
７
３
年
に
10
の
国
の
機

関
（Regional	W
ater	A

uthorities

）

に
統
合
さ
れ
た
。そ
の
後
、サ
ッ
チ
ャ
ー

政
権
下
の
緊
縮
財
政
の
も
と
、
民
間
資

金
を
活
用
す
る
た
め
に
実
現
さ
れ
た
現

在
の
運
営
形
態
に
お
い
て
は
、
国
が
専

門
の
規
制
機
関
を
設
立
し
て
民
間
会
社

を
監
視
す
る
こ
と
で
事
業
を
継
続
し
て

き
て
い
る
。

４　

地
域
を
超
え
る
上
下
水
道

　

市
町
村
経
営
の
原
則
が
取
ら
れ
る
日

本
の
上
下
水
道
だ
が
、
人
口
減
少
や
施

設
の
老
朽
化
に
伴
い
経
営
が
厳
し
く

な
っ
て
い
る
団
体
が
ほ
と
ん
ど
で
、
現

在
は
広
域
化
・
広
域
連
携
が
経
営
維
持

の
た
め
の
重
要
な
政
策
と
し
て
推
進
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。し
か
し
、そ

れ
ぞ
れ
の
事
業
体
は
歴
史
や
地
理
的
要

件
、
料
金
格
差
も
存
在
し
、
現
時
点
で

は
広
域
化
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難

い
状
況
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
同
様
、

自
治
体
経
営
の
原
則
を
と
っ
て
い
る
フ

ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
広
域
化
の
推
進
方

法
を
調
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
地
域
ご

と
に
さ
ま
ざ
ま
な
連
携
モ
デ
ル
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
広
域
的
事
業
形
態
を
と
る
事
例
に

つ
い
て
記
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ブ
レ
ス
ト
の
地
方

公
共
会
社
（
S
P
L
）
の
事
例
で
は
、設

立
時
出
資
者
以
外
の
隣
接
す
る
自
治
体

か
ら
も
出
資
を
受
け
、
業
務
も
受
託
し
、

「
地
域
上
下
水
道
の
受
け
皿
」と
し
て
自

治
体
の
境
界
を
超
え
た
活
動
を
し
て
い

る
。
日
本
で
も
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ

た
広
域
化
を
進
め
て
い
く
際
に
、
受
け

皿
と
な
る
組
織
を
通
じ
た
業
務
の
共
同

化
は
効
果
的
と
考
え
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
広
域
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
お
よ
び
水
道
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

つ
つ
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
出
資
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
を
行
っ
て
い
る
企

業
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
手
が

T
h
ü
g
a
（
テ
ュ
ー
ガ
）
社
で
あ
り
、

１
０
０
以
上
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に

出
資
参
加
し
、
グ
ル
ー
プ
全
体
の
売
上

高
が
２
兆
円
に
の
ぼ
る
大
企
業
で
あ
る
。

　

T
h
ü
g
a
は
１
８
６
７
年
に

チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
設
立
さ
れ
た
ガ
ス

会
社
（
現
在
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
）
で
あ
っ
た

が
、そ
の
後
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
勃

興
（
自
治
体
に
よ
る
ガ
ス
、
電
気
、
水
道

等
の
提
供
）
を
契
機
に
、１
９
１
０
年
ご

ろ
か
ら
自
治
体
と
の
間
で
共
同
出
資
会

社
を
設
立
す
る
な
ど
自
治
体
へ
の
関
与

を
拡
大
し
て
い
る
。
例
え
ば
、１
９
１
２

コンセッション契約（25年間）

料金収受、サービス提供

水道・下水道に関する
コンセッション契約（99年間）

当初
100%
出資

再委託

料金収受、サービス提供

従前

再公営後
（2012年４月以降)

ブレスト市

ヴェオリア

お客様

ブレスト市

オー・デュ・ポナン社
【地方公共会社（自治体

100%出資会社）】

お客様

ヴェオリアや
スエズ

隣接広域連合体
複数

多様な
受委託契約

これら自治体も出資

図３　ブレストにおける広域的な地方公共会社への移行（筆者作成）
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年
に
は
、
T
h
ü
g
a
と

ス
ト
ル
バ
ー
グ
市
が
そ
れ

ぞ
れ
所
有
し
て
い
た
ガ
ス

プ
ラ
ン
ト
お
よ
び
発
電
所

を

一

つ

の

会

社

（Stolberger	Licht-und	
K
raftw

erke	Gm
bH

）に

統
合
し
て
い
る
。ま
た
、そ

の
後
電
力
大
手
等
（
E
．

O
Ｎ
社
等)

が
株
主
と

な
っ
た
が
、
２
０
０
０
年

代
に
入
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
市

場
の
自
由
化
に
伴
う
規
制

強
化
も
影
響
し
、
２
０
０

８
年
に
K
o
m
９
社(40

以
上
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
に
よ
り
出
資
設
立
さ
れ

た

公

的

企

業

）、

M
a
i
n
o
v
a
社(

フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
市
の
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ)

、
Ｎ

−

E
R
Ｇ
I
E
社(

ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
市
の
シ
ュ
タ
ッ
ト

ベ
ル
ケ)

、
e
n
e
r　

c
i
t
y
社(

ハ
ノ
ー
バ
ー

市
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
）

が
株
主
と
な
り
、実
質
的
に

自
治
体
１
０
０
％
所
有
企

業
と
な
っ
て
い
る
９
。

　

そ
の
T
h
ü
g
a
社
は
、
他
の
１
０

０
以
上
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
株
主

と
し
て
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
経
営

に
係
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
の
支
援

（
戦
略
立
案
、
デ
ジ
タ
ル
化
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
調
達
、資
材
調
達
、人
材
教
育
、法

務
、ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
推
進
支
援
な
ど
）

を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
は
新

し
い
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
設
立
に
も

積
極
的
に
関
与
し
、
シ
ス
テ
ム
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
提

供
し
て
い
る
。

　

T
h
ü
g
a
社
の
他
に
も
上
下
水
道

の
供
給
サ
ー
ビ
ス
を
ベ
ー
ス
に
発
展
し

て
き
た
ゲ
ル
ゼ
ン
ワ
ッ
サ
ー
社

（G
elsenw

asser

、
本
社
ゲ
ル
ゼ
ン
キ

ル
ヘ
ン
）
が
あ
る
。
同
社
は
、
設
立
当

初
は
上
下
水
道
関
連
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
民
間
企
業
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で

は
T
h
ü
g
a
社
と
同
様
に
自
治
体

（
厳
密
に
は
自
治
体
の
出
資
を
受
け
た

２
つ
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
）
が
93
％

の
株
式
を
保
有
す
る
公
的
企
業
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
ゲ
ル
ゼ
ン
ワ
ッ
サ
ー
社

も
ド
イ
ツ
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
上
下
水

道
事
業
に
地
域
を
超
え
て
出
資
し
て
お

り
、
現
在
33
社
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

の
株
主
と
な
っ
て
い
る
（
図
４
）。

　

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
公
共
部
門

が
所
有
す
る
広
域
展
開
組
織
的
な
会
社

が
複
数
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
の
よ
う

な
事
業
が
拡
大
し
て
い
る
背
景
に
は
、

自
治
体
側
か
ら
も
事
業
の
支
援
・
補
完

を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
日
本

で
も
経
営
計
画
や
広
域
化
の
議
論
の
中

で
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
事
業
体
を
支

え
る
公
的
な
事
業
主
体
の
機
能
を
補
完

す
る
よ
う
な
主
体
設
立
を
求
め
る
声
も

き
く
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
研
究
が
求

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
複
数
の
自
治
体
が
出
資

設
立
し
た
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
広
域

的
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
事
例

も
あ
る
。
ド
イ
ツ
西
部
の
ボ
ー
フ
ム
市

（B
ochum

、
人
口
約
37
万
人
）、
ヘ
ル

ネ
市
（H

erne

、
人
口
約
16
万
人
）
と

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
市
（W

itten

、
人
口
約
10

万
人
）
と
い
う
、
隣
接
し
た
３
つ
の
自

治
体
は
そ
れ
ぞ
れ
、
古
い
も
の
は
19
世

紀
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
電
力
、ガ

ス
、水
道
、地
域
熱
供
給
と
い
っ
た
ユ
ー

テ
ィ
リ
テ
ィ
事
業
を
一
手
に
営
む
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
存
在
し
て
い
た
。
こ

の
３
市
の
事
例
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、

３
市
は
共
同
出
資
で
「
持
株
会
社
」
で

あ
る
e
w
m
r
社
（
中
部
ル
ー
ル
地
方

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
水
道
会
社
）
を
設
立
し
、

合計93%
出資

ドルトムントSW・ボーフムSW

ゲルゼンワッサー（持株会社）
1887年設立・売上高 約2,300億円・従業員 約1,500人

上下水道関連
22社

E.ON
株式売却
2003年

小売関連
4社

• ガス・熱供給• 上下水道管理
• 水質分析 等

ネットワーク管理
21社

• 電力供給
• ガス供給

シュタットベルケ
33社

出資先（子会社・孫会社）※このほか海外企業等あり

（元株主） （現在の大株主）

※SW：シュタットベルケの略
図４　ゲルゼンワッサー社の出資関係（ゲルゼンワッサーウェブサイトから筆者作成）
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シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
持
ち
分
の
99
％

を
e
w
m
r
社
に
保
有
さ
せ
る
こ
と
に

し
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
市
で
事

業
を
行
う
会
社
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た

主
体
で
あ
る
が
、
そ
の
株
主
は
１
つ
の

持
株
会
社
に
共
通
化
さ
れ
て
い
る
。

　

３
市
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
わ
が
街
の
ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ
事
業
者
」
と
し
て
経
営
さ
れ
て
き

た
歴
史
的
経
緯
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
１

つ
の
主
体
に
統
合
す
る
こ
と
は
必
ず
し

も
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
各
社
の
独
立
性
は
保
ち
な
が

ら
、
調
達
面
や
技
術
開
発
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
面
で
、
規
模
拡
大
の
メ
リ
ッ
ト
を

獲
得
す
る
た
め
に
、
持
株
会
社
が
設
立

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
図
５
）。
ま
た
、

e
w
m
r
社
の
子
会
社
は
共
通
の
請

求
・
顧
客
管
理
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
、そ

れ
を
域
外
に
販
売
し
収
益
確
保
を
す
る
、

と
い
っ
た
積
極
的
な
取
組
み
も
行
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
治
体
の
枠
を

取
り
払
う
べ
き
と
こ
ろ
は
取
り
払
い
、

地
域
性
は
残
す
と
い
う
「
決
断
」
の
も

と
、
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
イ
ン
フ
ラ
の
持

続
性
確
保
策
が
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

５　

上
下
水
道
経
営
人
材
の
重
要

性

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
経
営
や
会
社
の

形
態
を
中
心
に
触
れ
て
き
た
が
、
人
材

面
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
で

は
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
経
営
に
担

う
人
材
が
育
ち
、「
地
域
イ
ン
フ
ラ
経
営

者
」
の
層
が
厚
い
。
筆
者
が
訪
れ
た
ド

イ
ツ
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
で
は
、
会

社
そ
の
も
の
に
関
わ
る
重
要
意
思
決
定

を
行
う
役
員（
日
本
の
取
締
役
に
相
当
）

は
首
長
や
議
員
だ
が
、
最
高
経
営
責
任

者
（
C
E
O
）
を
は
じ
め
と
し
た
日
々

の
イ
ン
フ
ラ
経
営
の
責
任
者
は
、
公
募

に
よ
り
地
域
イ
ン
フ
ラ
経
営
の
識
見
が

問
わ
れ
た
上
で
採
用
さ
れ
る
。
日
本
の

公
営
企
業
管
理
者
制
度
も
、
法
律
上
は

イ
ン
フ
ラ
経
営
の
識
見
が
あ
る
者
が
任

命
さ
れ
る
の
で
同
じ
趣
旨
の
仕
組
み
で

は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
は
域
外
か
ら
で
も

経
営
者
を
選
ぶ
し
、
経
営
者
間
の
競
争

が
あ
る
。

　

ま
た
、フ
ラ
ン
ス
の
S
E
M
O
P
、地

方
公
共
会
社
（
S
P
L
）
で
は
、
自
治

体
の
水
事
業
や
環
境
事
業
を
担
当
す
る

副
市
長
（
制
度
上
、
副
市
長
は
自
治
体

議
員
か
ら
任
命
さ
れ
る
）
が
、
会
社
の

取
締
役
の
ト
ッ
プ
を
占
め
る
こ
と
が
多

ボーフム市
（人口37万）

ヘルネ市
（人口16万）

ヴィッテン市
（人口10万）

ewmr社
（持株会社）

シュタットベルケ・
ボーフム社

シュタットベルケ・
ヘルネ社

シュタットベルケ・
ヴィッテン社

57.0%

15.2%

27.8%

1%

1%

1%

各シュタットベルケ
につき99%

(各社）
・各市における電
力、ガス、水道、
地域熱供給等
の事業

(ewmr社）
・共同での購買・調達、技術開発等のメリット発揮
・ewmrの執行役員は各社の執行役員が兼ねる
・子会社で請求・顧客管理システムを開発。域外販売も。

図５　共同持株会社モデルのシュタットベルケ（筆者作成）

※１　数値は株式の保有比率
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い
。
日
本
よ
り
も
、
水
事
業
へ
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
働
き
や
す
い
環
境
と
言

え
る
。

　

ま
た
、
現
場
を
支
え
る
人
材
を
継
続

的
に
ど
う
育
て
る
か
も
重
要
で
あ
る
。

民
間
が
事
業
主
体
と
な
っ
て
い
る
ド
イ

ツ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
当
然
、
各
社
が
採

用
を
積
極
的
に
行
う
し
、
長
期
間
の
契

約
が
多
く
存
在
す
る
フ
ラ
ン
ス
で
も
、

安
定
的
に
人
材
を
採
用
し
育
成
す
る
こ

と
に
繋
が
る
。
欧
州
で
は
、
強
い
雇
用

保
護
の
法
律
（
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は

労
働
法
典
）
の
規
定
が
あ
る
た
め
、
運

営
手
法
に
関
わ
ら
ず
、
職
員
は
新
た
な

運
営
手
法
・
運
営
者
の
も
と
で
も
希
望

す
る
限
り
雇
用
が
継
続
す
る
。
雇
用
が

安
心
な
ら
人
と
技
術
が
定
着
す
る
と
い

う
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。

６　

お
わ
り
に　

～
制
度
や
仕
組

み
を
使
い
こ
な
す
～

　

日
本
の
上
下
水
道
事
業
は
、
公
衆
衛

生
や
都
市
機
能
の
向
上
の
た
め
歴
史
的

に
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
海
外

か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
つ
つ
、
公
営

を
基
本
と
す
る
形
で
の
整
備
が
行
わ
れ

て
き
た
。
そ
の
中
に
は
、
技
術
だ
け
で

な
く
、
国
や
地
方
行
政
が
水
質
規
制
や

料
金
規
制
な
ど
に
関
与
す
る
枠
組
み
な

ど
も
含
ま
れ
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て

は
現
在
の
日
本
の
制
度
・
仕
組
み
と
の

類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
整
備
か
ら
管
理
、
経
営
へ
の

大
き
な
変
曲
点
に
い
る
わ
れ
わ
れ
が
海

外
の
制
度
や
仕
組
み
と
そ
の
運
用
状
況

か
ら
学
び
取
る
べ
き
も
の
は
何
か
。
そ

れ
は
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
イ

ン
フ
ラ
会
社
や
多
様
な
広
域
化
の
取
組

み
、
そ
れ
を
支
え
る
組
織
体
系
や
人
材

な
ど
、
地
域
や
官
民
の
垣
根
を
超
え
た

多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
、
事
業

を
持
続
さ
せ
て
い
く
た
め
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
を
効
か
せ
、
経
営
の
効
率
化
と
公
益

性
を
両
立
し
よ
う
と
す
る
姿
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ

ギ
リ
ス
は
、
わ
が
国
よ
り
も
一
回
り
早

く
整
備
の
時
代
か
ら
経
営
の
時
代
へ
移

行
し
、
い
ず
れ
の
国
も
試
行
錯
誤
の
末

に
今
の
事
業
形
態
に
た
ど
り
つ
き
、
よ

り
良
い
上
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
の
模
索
と
改
良
を
続
け
て
い
る
。

　

上
下
水
道
に
携
わ
る
先
達
の
お
か
げ

で
今
の
上
下
水
道
が
あ
る
こ
と
に
感
謝

す
る
一
方
で
、
時
代
の
変
化
に
し
っ
か

り
と
応
え
て
い
く
こ
と
が
今
の
私
た
ち

に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
官
民
連
携
に
向
か
う
針
は
戻
る

こ
と
は
な
い
。
今
こ
そ
効
果
的
な
官
民

連
携
の
形
態
を
研
究
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

　

人
口
減
少
の
時
代
に
は
、
収
入
の
減

少
だ
け
で
な
く
、
官
民
問
わ
ず
上
下
水

道
を
支
え
る
人
材
そ
の
も
の
も
枯
渇
し

て
い
く
。
最
近
で
は
、
包
括
委
託
の
事

業
で
あ
っ
て
も
、
２
期
目
以
降
の
公
募

に
お
い
て
は
、
入
札
を
辞
退
す
る
よ
う

な
事
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
民

間
業
者
・
人
材
確
保
の
た
め
の
地
域
間

の
競
争
す
ら
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
官
民

の
協
力
で
地
域
の
上
下
水
道
人
材
力
を

高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
も
い
え
る

し
、
安
定
し
た
長
期
包
括
委
託
を
民
間

と
締
結
す
る
こ
と
が
重
要
と
い
う
見
方

も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

最
も
大
切
な
の
は
、
官
と
民
が
市
民

の
視
点
に
立
ち
持
続
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
み
て
き
た
各
国
の
や
り
方
の

ど
れ
か
１
つ
が
、
日
本
が
取
る
べ
き
選

択
肢
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
官
民

や
地
域
の
垣
根
を
超
え
、
あ
る
べ
き
姿

を
常
に
模
索
し
進
化
さ
せ
て
い
く
姿
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

---------------------------------------------------------

１　

例
外
的
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び

ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
、
業
務
用
途
は
水
道

の
小
売
が
自
由
化
さ
れ
て
い
る
。

２　

関　

隆
宏
、
加
藤
裕
之
「
調
査
・
報

告	

分
野
横
断
型
の
官
民
連
携
モ
デ
ル	

～
ド
イ
ツ
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
も

た
ら
す
価
値
～
」、『
水
道
公
論
』（
２
０

２
０
年
８
月
号
）

３　

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
フ
ェ
ル
マ
ー

ジ
ュ
契
約
の
基
本
的
な
形
態
は
、
加
藤

裕
之
、
福
田
健
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
の
上

下
水
道
経
営
」（
日
本
水
道
新
聞
社
、２

０
２
０
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

４　

例
え
ば
、
パ
リ
市
の
い
わ
ゆ
る
「
再

公
営
化
」
の
前
に
用
水
供
給
を
担
っ
て

い
た
S
A
Ｇ
E
P
社
は
こ
の
形
態
で

あ
っ
た
。

５　

フ
ラ
ン
ス
の
会
社
制
度
で
は
、
会
社

の
設
立
に
は
７
名
以
上
の
出
資
者
が
必

要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
要
件
が
緩
和
さ

れ
て
い
る
も
の
。

６　

Gem
eindeordnung	für	Baden-

W
ürttem

berg

７　

A
T
T

、BD
EW

、DBV
W

、DV
GW

、

D
W
A

お
よ
びV

K
U

「Branchenbild	
derdeutschen	W

asserw
irtschaf	

２
０
１
５
」（
２
０
１
５
）

８　

O
fw
a
t	`P

ric
e	R

e
v
ie
w
	

M
ethodology`

（
２
０
１
９
）

９　

T
h
ü
g
a
社
H
P
を
基
に
作
成
。
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